
葛西臨海水族園（仮称）整備等事業　入札説明書等修正箇所一覧

No 修正日 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 細目 項目名 修正前 修正後

1 R4.2.1 入札説明書 4 第２ １ （１） ① SPCの要件 ＳＰＣは、その資本金が本事業を安定的に実施するのに
十分な額である閉鎖会社であり、取締役会及び監査役
を設置する株式会社でなくてはならない。

ＳＰＣは、その資本金が本事業を安定的に実施するのに
十分な額である閉鎖会社であり、取締役会、監査役及び
会計監査人を設置する株式会社でなくてはならない。

2 R4.2.1 入札説明書 ８ 第２ 2 (2) ②ウ 設計企業の参加資
格要件

昭和64年１月１日から令和４年３月10日までに開業（増
築の場合には展示開始）した水族館施設の基本設計又
は実施設計を元請として、
（中略）
なお、その施工実績が共同企業体案件の場合は、当該
共同企業体の構成員の中で最大の出資比率を有する者
であること。

昭和64年１月１日から令和４年３月10日までに開業（増
築の場合には展示開始）した水族館施設の基本設計又
は実施設計を元請として、
（中略）
なお、その設計実績が共同企業体案件の場合は、当該
共同企業体の構成員の中で最大の出資比率を有する者
であること。

3 R4.2.1 入札説明書 ９ 第２ 2 (2) ④ウ 工事監理企業の参
加資格要件

昭和64年１月１日から令和４年３月10日までに開業（増
築の場合には展示開始）した水族館施設の工事監理を
元請として、
（中略）
なお、その施工実績が共同企業体案件の場合は、当該
共同企業体の構成員の中で最大の出資比率を有する者
であること。

昭和64年１月１日から令和４年３月10日までに開業（増
築の場合には展示開始）した水族館施設の工事監理を
元請として、
（中略）
なお、その工事監理実績が共同企業体案件の場合は、
当該共同企業体の構成員の中で最大の出資比率を有
する者であること。

4 R4.4.22 入札説明書 - 目次の次ページ
序文、下から4行目

また、本事業の条件等について、実施方針等に関する質
問・意見への回答（令和４年11月25日公表）を反映し、一
部変更している。したがって、入札参加者は、入札説明
書等の内容を踏まえた上で入札に参加するよう留意する
こと。なお、入札説明書等と、実施方針及び質問・意見へ
の回答書に相違がある場合は、入札説明書等の規定が
優先するものとする。

また、本事業の条件等について、実施方針等に関する質
問・意見への回答（令和３年11月25日公表）を反映し、一
部変更している。したがって、入札参加者は、入札説明
書等の内容を踏まえた上で入札に参加するよう留意する
こと。なお、入札説明書等と、実施方針及び質問・意見へ
の回答書に相違がある場合は、入札説明書等の規定が
優先するものとする。

5 R4.4.22 入札説明書 21 第３ 2 技術審査委員会の
設置（委員の構成
表）
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